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 以下の要件に該当する場合、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
 
  浄化槽管理者が、当該浄化槽に関し、毎年１回、知事が指定する指定検査機関の行う水質に関する検査を受けていない場合におい

て、知事が生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認め、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、水質に関する検査を

受けるべき旨の勧告を受けた当該浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
② 弁明の機会の付与 
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